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● 

千
葉
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

新
旧
対
照
表 

 
○
千
葉
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
八
号
）
に
関
す
る
資
料 

新 

旧 

 
 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
千
葉
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
五

年
千
葉
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
千
葉
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
五

年
千
葉
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

（
相
談
診
療
日
及
び
相
談
診
療
時
間
） 

（
相
談
診
療
日
及
び
相
談
診
療
時
間
） 

第
二
条 

セ
ン
タ
ー
の
相
談
及
び
診
療
の
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
以
外
の
日
と
す
る
。 

第
二
条 

セ
ン
タ
ー
の
相
談
及
び
診
療
の
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
以
外
の
日
と
す
る
。 

一 

日
曜
日
及
び
土
曜
日 

一 

日
曜
日
及
び
土
曜
日 

二 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る

休
日 

二 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る

休
日 

三 

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
） 

三 

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
） 

四 

特
別
の
事
情
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の
長
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
い
う
。
）
が
必
要
と

認
め
た
日 

四 

特
別
の
事
情
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の
長
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
い
う
。
）
が
必
要
と

認
め
た
日 

２ 

セ
ン
タ
ー
の
相
談
及
び
診
療
の
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で
と
す
る
。 

２ 

セ
ン
タ
ー
の
相
談
及
び
診
療
の
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で
と
す
る
。 

（
相
談
診
療
手
続
） 

（
相
談
診
療
手
続
） 

第
三
条 

相
談
又
は
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律

第
七
十
号
）
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
の
被
保
険
者
又
は
被

扶
養
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
等
の
手
続
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
に
申
し
込
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条 

相
談
又
は
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
示
し
て
セ
ン
タ
ー
長
に
申
し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
削
る
。
） 

一 

健
康
保
険
、
国
民
健
康
保
険
そ
の
他
の
社
会
保
険
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者 

所
定
の
保
険
証 

（
削
る
。
） 

二 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
適
用
を
受
け
る
者 

当
該
法
令
の
定
め
る

医
療
券
そ
の
他
の
所
定
の
証
明
書 

（
申
込
者
及
び
申
請
者
） 

（
申
込
者
及
び
申
請
者
） 

第
四
条 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
父
母
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
父
母
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 


